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資料 1、

1 8 水 地環第 3 4 6 号

平成 1 8 年 1・1 月 2 1 日

愛知県知事 神田真

愛知県環境審議会

会長・森蔦昭夫 様

水質汚濁防止法 に基づ く化学的酸素要求量、窒素含有量及び りん含有量に係

総量削減計画の策定等について（諮問）
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・水質汚濁防止法 （昭和 4 5 年法律第 1 3 8 号）第 2 1 条第 1項 の規 定 によ り、下記 の事項 につい

て貴審議会の意見を求めます。

1
2●

記

水質汚濁防止法第 4 条の 3 第 1 項の規定に基づく総量削減計画の策定

水質汚濁防止法第 4 条の 5 第 1 項の規定に基づ く総量規制基準の設定

担当 環境部水地盤環境課

調査・計画グループ

電話 0 5 2 － 9 5 4 － 6 2 2 0



説明

1 諮 問事 項 1 につ いて

総量削減計画 は、水質汚 濁 防止法第 4 粂 の 3 の規定 によ り、環境 大 臣が定 め る総量削減 基本方

針 に基づ き、知事 が定め る こととされ てお ります。

こ申礎 量削 減計画 は、総 量削減基本方針 に定 め られた削減 目標量 を達成す るため に、発 生源別

の汚濁負荷量 の削減 目標量 、削減 目標量 の達成 の方途そ の他汚濁負荷 量 の削減 に閲 し必要 な事項

を定め るもので あ り、伊 勢湾 浄化 の推進 には不可欠であ ります。

このたび 、国 にお いて 、水質汚濁 防止法第 4 条 の 2 の規定 に基づ き、「化学 的酸 素要求 量、窒

素含有量及び りん含有量 に係 る総量削減基本方針 （伊勢湾）」が平成 1 8 年 1 1 月 2 1 日に策定

されたた め、本県 として は、 これ に基 づ いた総量削減計画 を定め る必 要があ ります。

っいては、本県 にお ける総量削減 計画 を適切 に定めた いので、貴 審議 会の意見 を求める もので

す。 ● ●

諮 問事 項 2 につ いて

総 量規 制基準 は、水質汚 濁 防止法第 4 条の 5 の規定 によ り、同条第 1 項 に規定す る指定 地域内

事業場か ら排 出され る排 出水 の汚 濁負荷量 について 、知事が定 める こと とされ てお ります。

この基準 は、生活排水処 理施設 の整備 を進 める こと等 と併せ、総量 削減基本方針 に定め られた

削減 目標量 を達成す るため の主要な方途 の一つであ ります。

このため、 総量規制基 準 を適切 に定 めた いので、貴審議会 の意見 を求める ものです。



さ怒声

愛知県環境審議会

水質部会長 藤 江 華 一 様

平成 1 8 年 1 1 月 2 2 日

愛知県環境審議会

会 長 森 蔦 昭

石弓

水質汚濁防止法に基づ く化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量

に係 る総量削減計画 の策定等 につ いて （付託）

平 成 1 8 年 1 1 月 2 1 日付 け 1 8 水地環第 3 4 6 号で知事か ら諮問のあ りました こ

のことにつ いて、専門的立場か らの調査審議 を貴 部会 にお願 い します。

担当 愛知県環境審議会事務局

（愛知県環境部環境政策課

法規・ 融資・補 償ゲルづ○）

電話 0 5 2 －9 5 4 －6 2 0 9（ダ イヤルイン）


